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点 鐘          本田 節 会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 水野ＳＡＡ副委員長 

 
 
 
 

 
 
 
司会･進行 石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介  本田 節 会長 

 

         人吉税務署 署長  山崎信治 様 
   
  〃 法人課税部門統括国税調査官  鮫島正輝 様 

         

   

 

 

    会長 本田 節 
 

 本日は、先日10月８日にご逝去された、当ク

ラブのパスト会長である故岩本泰典様のご逝去

に際し会員皆様で黙祷をお願いいたしたいと思

います。 

 

    黙 祷   

 

ありがとうございました。 

 故岩本泰典パスト会長は1979年７月に入会さ

れ、1993年から94年第37代会長でロータリー歴
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Ｐ１～２    会長の時間 

Ｐ２      幹事報告、出席率報告、会務報告 

Ｐ３～６  外部卓話 人吉税務署長 山﨑信治様 

                                 「財産の評価について」 

Ｐ６    ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

     １１月例会予定表 

37年でございました。私より長い親交があった

会員の皆様には、改めてお話しする事でもない

かもしれませんが、とても温厚でユーモアある

人間味あふれたお方でありました。その事はお

通夜、葬儀において会場あふれんばかりの大勢

のご会葬者があったことでも理解できます。 

  今年に入って泰典さん、失礼ながら親しみを

込めてよばさせていただきます。より、「節

ちゃんが60代会長になるんだから、どうあって

も60周年記念式典までは元気で応援するから

な」と言われ、未熟で不安な私を励ましていた

だき、来年の記念式典を待たずしてお亡くなり

になりましたことは、誠に残念でたまりませ

ん。これまで教えをいただいた奉仕の精神や交

友を深めることの大切さを胸に刻み今後とも頑

張って行きたいと思っております。 

  皆さんもご存じのように四国霊場八十八ヶ所

を４回も巡られ修行をされたことや、芸名“若

葉銀二郎”と名があるほど歌が上手で、葬儀の

最後は故岩本泰典様が歌っていらっしゃる歌声

と共に参列者が一緒に「みかんの花咲く丘」を

歌って葬儀の締めくくりとなりました。泰典様

らしいお見送りではなかったでしょうか。 

 葬儀の折に、日刊人吉新聞への分厚い投稿集

が準備してあり、これも甥である石蔵会員の伯

父を偲ぶお心の表れではなかったでしょうか。

投稿集の１枚目が昭和49年１月から平成27年12

月までの投稿が綴じられており私も改めて読み

直させていただきました。私の知らない故岩本

泰典さんの生き方や価値観、そして人吉JC青年

会議所理事長として、手腕をもって若き青年事

業家としての才能を発揮されていたことを改め

て知る事が出来ました。 

 その理事長として“人間として豊かな心を作

ろう”のスローガンを掲げられておられまし

た。「明るい豊かな社会」実現の為には、「個

人と集団」「私的利益と公共の利益」「自由と

私的権利の制限」などについて新しい思想を作

りださねばならないと言われており、又この事

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「奉仕の理想」 
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が明日を人間として生き抜く事の希望と勇気づ

けになる事を確信し、現在のこの困難な時こそ

真剣に生き甲斐を見出す事ができ心身共に「明

るい豊かな社会」造りが必要」であると言われ

ておりました。現代の駆け足人生から、自然の

美しさ有り難さを知り、人間性を取り戻して、

全ての人々が残りの人生を倍に使う努力をしよ

うではありませんか。とも書かれておりまし

た。 

 最後の投稿が平成27年の12月３日の“読書の

ひろば”ではテーマを「７と８の倍数」とされ

内容は東洋医学の教科書に女性は７、男性は８

の倍数の年齢時に体調の変わり目がやってくる

と書かれており、最後の結びにせめて傘寿の壁

を乗り越えたいと書かれておりました。８の10

倍80歳の生涯を閉じられたのでありました。 

 まさに胃ガン発病から17年、80歳までの人生

をそのような価値観の中で精一杯生き抜かれた

素晴らしい人生ではなかったのではないでしょ

うか。来世は小説家なのか歌手なのか芸能界入

りなのか、まさに心豊かな人生であったと思い

ます。私もロータリーに入会し各方面からご指

導をいただき、未熟な私を励ましていただいた

事を心より感謝を申し上げご冥福をお祈り申し

上げます。 

 そして最後になりましたが、本日は大変お忙

しい中に外部卓話としてご来訪いただきまし

た、人吉税務署 署長の山﨑信治様に卓話をお願

いをいたしましたところ、快くお受けいただき

ありがとうございます。今月は米山月間と“経

済と地域社会の発展月間”でもございますの

で、大変為になるお話が聞けると楽しみにして

おります。今後とも地域発展の為にご指導いた

だきますよう宜しくお願いいたします。 

 

 

     （代理） 

   直前幹事 水野虎彦 

【連絡事項】 

・先日後援をしておりました人吉ねぶか太鼓よ 

 りお礼状が届きました。   

・先週卓話をして頂きました李玉蘭さんとカウ 

 ンセラーの丹後会員よりお礼状が届きまし 

 た。とくに観光案内をして頂いた有馬会員  

 鳥井会員に宜しくとのことです。   

・国際ロータリー元理事、ＲＩ第2720地区パス 

 トガバナー杉谷卓紀様が逝去され、密葬は本 

 日、本葬義は25日13時より菊水斎場で執り行 

 われます。   

【回覧物】 

  指宿ＲＣ週報、八代ＲＣ週報 

【例会変更】  

  後方掲示板にてご確認下さい  

 

  副委員長 川越公弘      

 

 

 

 

【社会奉仕委員会】  副委員長 延岡研一 

 いよいよ明後日16日、人

吉ＲＣチャレンジカップ陸

上競技大会開催となりま

す。去年と同じように天気

が心配なところです。人吉

ＲＣより参加協力会員23

名、選手43名、ボランティ

ア91名、陸上協会から約10名、他合わせて約

180名で行ないます。集合時間は８時20分です

がテント設営等出来る方は８時までにお願い

します。スタッフ割り振り、競技招集係など

は当日発表させていただきます。 

以上どうぞ宜しくお願い致します。 

 

【ローターアクト委員会】 委員長 平田フク 

 皆様のお手元に人吉Ｒ

ＡＣからのご協力アン

ケート用紙をお配りして

おります。 

 要約しますと、アクト

は月２回の例会を実施す

る中、社会奉仕に関する活動は実行できてい

ない状況であります。自クラブは他クラブと

比べ恵まれた環境であることを再確認し、ク

ラブ活動資金を自クラブで調達する努力を行

わなければならないと痛感しています。今回

新たな試みとして11月12～13日ふるさと歴史

の広場で開催される「ひとよし産業祭」にて

フリーマーケットを出店し、その売上を①ア

クトの国際奉仕活動サポート②熊本地震復興

支援募金③ポリオ撲滅活動の支援（募金）に

役立てたい。こうして出店することで、地域

のイベントを盛り上げる社会奉仕活動につな

がるのではないかと考えています。 

 という内容です。２枚目に人吉ＲＣ会員へ

＊届け出欠席  

   岩下・尾上・新堀・安達・渡辺・北・友永・中川・堤正 

   中村・内藤・葉山・宮原・田上・外山・大賀         

＊出席免除会員 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ；ＩＭ 9/24；原田・岩井・北・小林祐・村山 

         永尾・中川・大野・岡・武末・外山・漆野     

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除 4名  72.88％ 

欠 席 者 数 16名  9 / 3 0 出 席 率 58.33％ 

出 席 者 数 49名 補 填 数    12名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率  78.33％ 
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品物の提供お願いのアンケートがあります。   

 ご都合よろしければ用紙記入の上、人吉ＲＣ

事務局へご提出下さい。ご協力のほど宜しくお

願いいたします。 

 

【プログラム委員会】    

 

 

       外 部 卓 話 

            

                  

  人吉税務署長 

    山﨑 信治 様 

 

 

 

 人吉税務署長の山﨑でございます。 

本日は、人吉ロータリークラブの例会にお招き

いただきまして誠にありがとうございます。ま

た。貴重なお時間をいただきお話しをさせてい

ただくことに大変感謝申し上げます。 

 まずは、簡単に自己紹介をさせていただきま

す。 

 出身は、鹿児島県枕崎市でございます。本年

7月の異動で人吉税務署に参りました。人吉税

務署の勤務は今回で３回目になります。昭和５

４年に税務大学校を卒業し、最初に配属された

のが人吉税務署で３年間勤務しました。その

後、平成５年から４年間勤務し、それ以来の勤

務となります。前任は国税庁東京派遣主任監察

官を２年間勤めました。 

 

 

 さて、本日の卓話でございますが、平成25年

に相続税や贈与税の課税の基準となる路線価図

等の作成に携わっておりましたので、財産の評

価についてお話させていただきます。 

 

 相続税については、皆様もご存じのとおり、

税制改正により基礎控除が縮小され、課税ベー

スが拡大されております。具体的には、基礎控

除が、改正前は「5,000万円＋1,000万円×法定

相続人数」だったものが、改正後は「3,000万

円＋600万円×法定相続人数」となりました。

例えば法定相続人が３人の場合、改正前は

8,000万円だった基礎控除額が、改正後は4800

万円になったということです。 

 ところで、相続税におきまして、残された遺

産総額が基礎控除額を上回るか計算する必要が

あります。すなわち、財産の種類ごとに評価を

しなければなりません。 

 

 これからは、財産の種類ごとにどのように評

価するのかについて説明させていただきます。 

１預貯金 

 預貯金の価額は、課税時期（相続開始の日）

における預入高と同時期現在において解約する

とした場合に既経過利子の額として支払を受け

ることができる金額から当該金額につき源泉徴

収されるべき所得税の額に相当する金額を控除

した金額との合計額によって評価します。 

 

２ 株式 

（1）上場株式 

 上場株式とは、金融商品取引所（東京、大

阪、名古屋、札幌、福岡の全国５か所）に上場

されている株式をいいます。 

 上場株式の価額は、その株式が上場されてい

る金融商品取引所の公表する課税時期の最終価

格によって評価しますが、その最終価格が課税

時期の属する月以前３か月間の毎日の最終価格

の各月ごとの平均額（最終価格の月平均額）の

うち最も低い価額を超える場合には、その最も

低い価額によって評価します。 

 

(２) 取引相場のない株式 

 取引相場のない株式は、文字どおり、通常の

取引相場（市場価格）がありませんから、財産

評価の目的に資するために国税庁が定めている

「財産評価基本通達」で評価額を算出すること

になっています。 

イ 原則的評価方法による評価 

 その取引相場のない株式の所有者の保有議決

権数、同族関係者の保有議決権数及びその者の

会社における地位等から総合的に考慮して、そ

の者が当該取引相場のない株式を所有する目的

が、会社の支配や経営権の行使にあると認めら

れる場合に適用される評価方法です。 

 なお、取引相場のない株式と一口にいって

も、その発行会社の規模は、大は上場会社と同

規模又はそれを上回るものから、小は個人組織

の企業と何ら変わらないものまで千差万別です

ので、この原則的評価方法については、更に、
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その会社の規模区分を「大会社」、「中会社」

及び「小会社」の三区分に分類しています。 

 

（ｲ）大会社区分（類似業種比準価額方式） 

 上場会社と同規模又はそれを上回るような規

模の大会社の株式は、原則として、仮に当該取

引相場のない会社の株式が上場されていたとし

たならばいくらの価額により評価されるかとい

う考え方を基にして計算する方法により評価し

ます。 

（ﾛ）中会社区分（併用方式） 

 大会社と小会社との中間的な位置付けにある

中会社の株式は、原則として、大会社の評価方

式（類似業種比準価額方式）と小会社の評価方

式（純資産価額方式）との併用方式によって評

価します。 

（ﾊ）小会社区分（純資産価額方式） 

 個人組織の企業と規模的に大差のない小会社

の株式は、原則として、当該会社の有する各資

産の評価額から各負債の評価額を控除した純資

産価額を基にして計算する方式（純資産価額方

式）により評価します。 

ロ 特例的評価方式（配当還元評価方式）による評価 

 従業員や取引先等の事業関係者又は同族株主

であっても事業関与度の低い一定の株主等の少

数零細株主の保有する株式は、会社に対する支

配権や経営権の確保を目的として取引相場のな

い株式を保有していると認められない場合（実

質的に単に配当金を期待して株式を保有してい

る場合）は、株式に対する支払配当金を基にし

て計算する特例的な評価方式（配当還元評価方

式）により評価します。 

 

３ 土地 

 相続税や贈与税において土地等の価額は時価

により評価することとされています。しかし、

納税者の皆様が相続税等の申告に当たり、土地

等についてご自分で時価を把握することは必ず

しも容易ではありません。 

 そこで、相続税等の申告の便宜及び課税の公

平を図る観点から、国税局では毎年、全国の民

有地について、土地等の評価額の基準となる路

線価及び評価倍率を定めて公開しています。 

 

（１）評価方法 

 土地を評価する場合、「路線価」が定められ

ている地域にある土地については路線価方式に

より評価し、その他の地域にある土地について

は倍率方式により評価します。 

イ 路線価方式による評価 

 路線価方式では、評価する土地が接する路線

の路線価に、必要な各地補正率（土地の形状等

（間口距離、奥行距離、不整形の度合い、角地

など）に基づき、価額を補正する率）及び地積

を乗じて評価額を算出します。 

 路線価は、土地の価額がおおむね同一と認め

られる一連の土地が面している路線ごとに評価

した１平方メートル当たりの価額です。 

ロ 倍率方式による評価 

 倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情

の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて

評価額を算出します。 

 

（２） 土地の評価上の区分 

 土地の価額は、原則として地目の別に評価し

ます。地目は次のとおり９区分に分類されてい

ます。なお、地目の判定は、課税時期の現況に

よって判定します。 

 

 

 

 それでは、具体的な評価方法について、別紙

の「路線価方式による（具体例）」を基に説明

させていただきます。 

 

 

    路線価方式による評価（具体例） 

 

○路線価図における各地区区分別の路線価図の   

 表示方法 

 地区及び地区と借地権割合の適用範囲を示す 

 記号です。 
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○借地権の割合 

各路線価の右隣に表示しているＡ～Ｇの記号は

借地権の割合を示しています。 
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ロ 倍率方式による評価 

 倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情

の類似する地域ごとに定めた評価倍率を乗じて

評価額を算出します。 

 

別添     
・平成28年分税務署別最高路線価（熊本国税局） 

・平成28年分評価倍率表（人吉市） 

 

（３） 路線価図等の閲覧 

 土地等の評価について説明させていただきま

したが、路線価図及び倍率表につきましては、

平成22年分から平成28年分までを、国税庁の

ホームページで閲覧することができます。 

  

 最後になりますが、税に関してご相談等がご

ざいましたら、遠慮なく税務署までお尋ねいた

だきたいと思います。本日は、貴重な時間をい

ただき大変ありがとうございました。皆様の事

業のご繁栄を祈念しまして、私の話を終了させ

ていただきます。 

 

 

 

【寄付カード】 

  ニコニコ箱委員長 竹長一幸 

 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・延岡会員 山﨑署長、鮫島統括、本日はお忙 

 しい中のご来訪ありがとうございました。ま 

 た、山﨑署長には貴重な卓話をありがとうご 

 ざいました。土地の評価、分かったような分 

 からないようなで、分かったような気がしま 

 す。                 

・石蔵会員 山﨑署長、ご来訪ありがとうござ 

  いました。                           

・和田会員 おくんち祭りに球磨工業高校同窓 

 会 陵和会で神輿を出しました。沿道での声援 

 ありがとうございました。       

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・石蔵会員 岩本泰典伯父の通夜並びに葬儀に 

 おきまして大変御世話になりました。ロータ 

 リー活動とゴルフ愛好会を通じて伯父との絆 

 を深められました。心より感謝申し上げま 

 す。                           

・高山会員 岩本泰典さんの通夜の席で人吉新 

 聞に寄稿された全集頂き川柳の奇談なども面 

 白くておもわず笑い泣きをしました。泰ちゃ 

 んごめんなさい。御世話にもなりました。し 

 かしさみしいです。泰ちゃんに感謝合掌。 

                    

〈米山記念奨学委員会〉 

・本田会長 山﨑署長大変為になる卓話ありが 

 とうございました。今後ともよろしくお願い 

 致します。              

 

    

     点 鐘  本田 節 会長 

 

 

 

 

 

 

         11月の例会予定 

 
  

例会取止め、時間場所や時間の変更など、お間違

えの無いように、確認を宜しくお願いします。 

 

１１月 ４日（金）  例会取止め   

１１月１１日（金） 通常例会  

１１月１８日（金） 職場訪問例会 

           場所；人吉警察署にて 

           時間；１２時３０分～ 

１１月２５日（金） 早朝例会 

  場所；人吉城跡 ふるさと歴史の広場周辺 

  時間；清掃作業 午前６時３０分～       

             例 会 午前７時～ 

 

 
 

 

 

 

 

             


